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令和８年度における介護情報基盤の活用のための介護事業所等への支援について 

 

介護情報の集約・共有のための介護情報基盤につきましては、厚生労働省より今後の

スケジュールや介護事業所及び医療機関への支援の内容等について示されており、本

会からも新医第 457号（業）（R7.12.4 付）等にてお知らせしているところです。 

今般、令和８年度における介護事業所及び医療機関に対する助成金の申請受付が開

始されるとのことで、厚生労働省より周知依頼があった旨、日本医師会より通知があり

ました。 

本年度における助成金の申請受付期間は、令和８年５月７日（木）から令和９年３月

12 日（金）までを予定しており、本年４月１日以降に実施された事業が助成の対象と

なります。なお、申請は介護情報基盤ポータルにて受け付けるため、詳細については

「介護情報基盤ポータル」サイトをご確認ください。 

また、支援策の内容については、昨年度と同様となっておりますので、添付資料の別

添１をご参照願います。 

つきましては、貴会におかれましてもご承知いただくとともに、貴会会員に対しご周

知くださるよう、貴職のご高配をお願いいたします。 

 

○介護情報基盤ポータル 

https://www.kaigo-kiban-portal.jp/ 

 

 

https://www.kaigo-kiban-portal.jp/


日医発第 278 号（介護） 

令和８年５月１日 

 

 

都道府県医師会 

介護保険担当理事 殿 

 

日本医師会常任理事 

江 澤 和 彦 

（公 印 省 略） 

 

 

令和８年度における介護情報基盤の活用のための介護事業所等への支援について 

 

 

介護情報基盤につきましては、厚生労働省より、今後のスケジュールや介護情報基盤の

活用のための介護事業所等への支援の内容等について示され、本会からも日医発第 675 号

（令 7.7.28 付）等でお知らせしているところです。  

今般、令和８年度における介護事業所及び医療機関に対する助成金の申請受付が開始さ

れる旨、厚生労働省より周知依頼がありましたのでご連絡申し上げます。 

令和８年度における助成金の申請受付期間は、令和８年５月７日（木）から令和９年３

月 12日（金）（予定）まで（令和８年４月１日以降に実施された事業が助成の対象）とな

ります。介護情報基盤ポータル経由で申請を受け付けるため、詳細については「介護情報

基盤ポータル（https://www.kaigo-kiban-portal.jp/）」をご確認ください。 

また、支援策の内容については、昨年度と同様となっております。詳細につきまして

は、添付資料の別添１をご参照ください。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知の上、郡市区医師会および会

員への周知方につきご高配を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

（添付資料） 

〇介護保険最新情報 Vol.1497 

令和８年度における介護情報基盤の活用のための介護事業所等への支援について 

（令 8.4.28 厚生労働省老健局老人保健課 事務連絡） 

新潟県医師会

'26.05.07

写
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V o l.１ ４ ９ ７  

令和８ 年４ 月 2 ８ 日 

厚生労働省老健局老人保健課  
 

貴関係諸団体に速やかに送信いただき ま すよ う

よ ろし く お願いいたし ま す。  

各都道府県介護保険担当課（ 室）  
各市町村介護保険担当課（ 室）  
各 介 護 保 険 関 係 団 体   御 中 

← 厚生労働省 老健局老人保健課 
 

今回の内容 

 

令和８ 年度における 介護情報基盤の活用のための介護

事業所等への支援について 

計３ 枚（ 本紙を除く ）  

連絡先  TEL : 0 3 -5 2 5 3 -1 1 1 1 (内線３ ９ ４ ４ 、 ３ ９ ４ ５ )

FA X  : 0 3 -3 5 9 5 -4 0 1 0  

 



 

事 務 連 絡 

令和８年４月 28 日 

 

   

各               御中 

 

厚生労働省老健局老人保健課 

 

令和８年度における介護情報基盤の活用のための介護事業所等への支援について 

 

 介護保険行政の円滑な実施につきまして、日頃からご尽力賜り厚く御礼申し上げま

す。 

介護情報基盤の活用のための介護事業所等への支援については、令和７年度におい

て、介護事業所及び医療機関における介護情報基盤の導入に係る費用の助成を行った

ところです。 

今般、下記のとおり、令和８年度における介護事業所及び医療機関に対する助成金

の申請受付が開始される予定ですので、お知らせします。都道府県及び市町村（特別

区、広域連合及び一部事務組合を含む。）におかれましては、内容についてご了知の

上、添付の資材等を活用し、貴管内の介護事業所及び医療機関に対して周知をお願い

いたします。また、都道府県におかれましては、貴管内の広域連合及び関係する一部

事務組合に対しての周知もお願いいたします。 

介護保険関係団体におかれましては、会員事業所への周知についてご協力を賜りま

すようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．介護情報基盤活用のための助成金申請受付期間について 

○ 令和８年度における助成金の申請受付期間は、令和８年５月７日（木）から令和

９年３月 12 日（金）（予定）までとなります（※）。介護情報基盤ポータル経由で

申請を受け付けるため、詳細については「介護情報基盤ポータル」をご確認くださ

い。 

※令和８年４月１日以降に実施された事業が助成の対象となります。 

（参考） 介護情報基盤ポータル kaigo-kiban-portal.jp 

 

○ なお、支援策の内容については、別添１をご参照ください。 

 

２．お問い合わせについて 

○ 介護事業所及び医療機関への支援を含め、介護情報基盤に関するお問い合わせが

ございましたら、「介護情報基盤ポータル」内のお問い合わせフォームからご連絡

ください。 

 

【送付物一覧】 

・別添１：令和８年度における介護情報基盤の活用のための介護事業所等への支援

（概要） 

・別添２：介護情報基盤の活用のための助成金申請開始のお知らせ 

都道府県介護保険担当課（室）

市町村介護保険担当課（室）

介 護 保 険 関 係 団 体    



令和８年度における介護情報基盤の活用のための介護事業所等への支援（概要）

申請・補助方法 国民健康保険中央会の介護情報基盤ポータル経由で申請受付し、国民健康保険中央会経由での補助を実施します。
令和８年度の申請受付期間は、令和８年５月７日（木）から令和９年３月12日（金）（予定）までとなっています。

医療機関（主治医意見書作成医療機関）向け支援
１．助成対象経費
主治医意見書の電子的送信機能の追加経費（※）
※ 保険医療機関において、主治医意見書をオンライン資格確認等システムに接続する回線及び介護情報基盤経由で電子的に送信する
ために必要となる電子カルテや文書作成ソフト等の改修に係る経費。

２．助成限度額等
３．助成限度額２．補助率１．対象
助成限度額は55万円まで１／２200床以上の病院
助成限度額は39.8万円まで３／４199床以下の病院または診療所

１．助成対象経費
①カードリーダーの購入経費 ②介護情報基盤との接続サポート等経費（注１）（注２）

（注１） 介護事業所等が介護保険資格確認等WEBサービスを利用する際に必要となるクライアント証明書の搭載等の端末設定について、技術的支援を受ける場合に要する経費。（なお、
介護WEBサービスで主治医意見書を作成・送信する介護事業所や医療機関は、介護WEBサービスの利用に必要となる端末設定のみで主治医意見書の電子的送信が可能となる。）

（注２） 導入支援事業者から、介護情報基盤の接続サポートとケアプランデータ連携システムの接続サポートに必要な支援を一体的に受ける場合、その費用も助成の対象となります。

２．助成限度額等

※ ①・②について、同一事業所で複数のサービスを提供する場合には、介護サービス種別に応じた助成限度額の合計を助成限度額とすることができます。

介護事業所・医療機関（介護サービス提供医療機関）向け支援

３．助成限度額（①②を合算した限度額）２．カードリーダーの助成限度台数１．対象（介護サービス種別）
助成限度額は6.4万円まで３台まで訪問・通所・短期滞在系
助成限度額は5.5万円まで２台まで居住・入所系
助成限度額は4.2万円まで１台までその他

（注）消費税分（10%）も助成対象であり、下記の助成限度額
は、消費税分を含む費用額となります。

別添1



お手続き で不明な点があり ま し たら 、  
「 介護情報基盤ポータ ル」 の「 お問い合わせ」 よ り ご連絡く ださ い。  

チャ ッ ト ・ お問い合わせフ ォ ーム・ 電話でのご案内を用意し ており ま す。  

助成金のご案内 

介護事業所や医療機関には、 導入に関する 助成金を ご用意し ており ま す。  
申請は「 介護情報基盤ポータ ル」 の「 各種申請」 から 行えま す。  

 助成限度額や申請期間等、 詳し く はポータ ルサイ ト を ご確認く ださ い。  

介護に関わる 情報を 集約し 、 ひと つにつなげる 仕組み、 介護情報基盤。  
その活用を サポート する 「 介護情報基盤ポータ ル」 を 公開中です。  

各種申請や最新情報の確認、 お問い合わせま で 
ポータ ル上でま と めて行う こ と ができ ま す。  

便利な機能がたく さ ん！ 

主治医意見書の 
電子的送信機能の 

追加経費 

医療機関 
（ 主治医意見書作成医療機関）  

介護事業所・ 医療機関 
（ 介護サービ ス 提供医療機関）  

カード リ ーダーの 
購入経費 

介護情報基盤と の 
接続サポート 等経費 

ケアプラ ンデータ 連携シス テム 
も あわせて導入でき ま す! 

申請期間： 令和8年5月7日(木)～令和9年3月12日(金)【 予定】  
予算には限り があり ま すので、 ぜひ早めの申請を ご 検討く ださ い！ 


